基本情報（全サービス共通）

基本情報項目調査表
（全サービス共通）
＜記載要領＞
【一般的事項】

■　記入年月日とは、都道府県知事が毎年定める計画（政令第３７条の２第１項に規定する報告に関する計画、第３７条の５第１項に規定する調査に関する計画及び政令第３７条の１１第１項において準用する政令第３７条の５第１項に規定する情報公表に関する計画をいう。以下、「計画」という。）に規定する報告の提出期間内において、都道府県知事が定める日（以下、「記入年月日」という。）をいう。

■　記載内容については、記入年月日現在における内容を記載すること。なお、記載要領中、別の指示がある場合には、それに従うこと。

■　具体的な内容等を記載する欄には、必要に応じて、その内容について概ね２００字以内で明瞭かつ簡潔に記載すること。なお、記載要領中、別の指示がある場合には、それに従うこと。

■　記載すべき欄に記載すべき事項がない場合には、「なし」に記すこと又はその旨を記載すること。

■　記載内容については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３７号）」（以下、「指定居宅サービス基準」という。）、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３４号）」（以下、「指定地域密着型サービス基準」という。）、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３５号）」（以下、「指定介護予防サービス基準」という。）、「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省令第３６号）」（以下、「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成１１年３月３１日厚生省令第３８号）」（以下、「指定居宅介護支援基準」という。）、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第３９号）」（以下、「指定老福施設基準」という。）、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第４０号）」（以下、「老健施設基準」という。）、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生省令第４１号）」（以下、「指定療養施設基準」という。）「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月１０日厚生省告示第１９号）」（以下、「指定居宅サービス報酬基準」という。）、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月１０日厚生省告示第２０号）」（以下、「指定居宅介護支援サービス報酬基準」という。）、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月１０日厚生省告示第２１号）」（以下、「指定施設サービス報酬基準」という。）、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２６号）」（以下、「指定地域密着型サービス報酬基準」という。）、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２７号）」（以下、「指定介護予防サービス報酬基準」という。）、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年３月１４日厚生労働省告示第１２８号）」（以下、「指定地域密着型介護予防サービス報酬基準」という。）、等を熟知した上で、整合性を図ること。

■　小数点以下の数値を記載する必要がある場合は次のとおり取り扱うこととし、端数は切り捨てること。

    ア　人数に関する事項

      　小数点第１位までとすること。

    イ　その他の事項

      　小数点第２位までとすること。
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